
※２０２５年８月以降、新卒・中途採用の方が対象

※支給にあたっては、下記①～③のどれかに

該当する必要があります。

①電話や書類送付などで当院に直接応募された方

②ハローワーク経由で応募された方

③学校経由で応募いただいた方

※但し、勤務期間が満たない場合等の返還規定あります。

【お問合せ先】

済生会西条病院 事務長 矢野

TEL:0897-55-5100（代表）

tel:0897-55-5100

